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資料６ 

武蔵野市健康福祉施策推進審議会設置条例について  

 

１  制定理由  

  本市における健康福祉施策をより推進するため、計画策定から進捗状況の把

握、評価までを分野横断的、一体的に審議することができるよう、従来、健康

福祉総合計画・地域福祉計画、高齢者福祉計画・介護保険事業計画、障害者計

画・障害福祉計画、健康推進計画・食育推進計画に分かれていた各個別計画策

定委員会と、健康福祉総合計画の実施状況の点検及び評価等を行っている健康

福祉総合計画・地域共生社会推進会議を統合し、新たな会議体を設置する。  

 

２  制定後のイメージ  

 

 

 

 

 

(１ )【審議会・専門部会】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２ )【委員構成】   

   

 

 

 

 

 

 

 

３  施行期日  令和５年４月１日  

 

【要綱】各個別計画策定委員会  

（計画策定）  

【要綱】健康福祉総合計画・地域共生社会推進会議  

（点検及び評価）  

<

従
来>

 
<

条
例
制
定
後>

 

武蔵野市健康福祉施策推進審議会  

（計画策定＋点検及び評価）  

健康福祉総合計画・  

地域福祉計画  

専門部会  

高齢者福祉計画・  

介護保険事業計画  

専門部会  

障害者計画・  

障害福祉計画  

専門部会  

健康推進計画・  

食育推進計画  

専門部会  

専門部会  

 

武蔵野市健康福祉施策推進審議会  

 

 

第３条の委員  
第５条の委員  

・ 専 門 部 会 に お け る 調 査 及
び 審 議 の た め に 市 長 が 必
要 と 認 め 委 嘱 す る 者  

・ 第 ３ 条 の 委 員 の う ち か ら 市 長  
が 指 名 す る 者  

・学識経験者  

・地域福祉、高齢者福祉、介護保険、

障害者（児）福祉、保健医療、健康

増進、 食育推進 等の関係者  
・公募による市民  など  

※専門部会で各個別計画案を作成し、審議会へ報告  
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 （設置）  

第１条  武蔵野市（以下「市」という。）における健康及び福祉に関する施

策を推進するために必要な事項を調査し、及び審議するため、武蔵野市健

康福祉施策推進審議会（以下「審議会」という。）を設置する。  

 （所管事項）  

第２条  審議会は市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、及び

答申する。  

 (1) 地域福祉、高齢者福祉、介護保険、障害者（児）福祉、保健医療、健

康増進及び食育推進に係る計画の策定及び評価に関する事項  

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項  

２  審議会は、前項に掲げる事項に関して、市長に意見を述べることができ

る。  

 （組織）  

第３条  審議会は、次に掲げる委員 15人以内で組織し、市長が委嘱する。  

 (1) 学識経験者  

 (2) 地域福祉、高齢者福祉、介護保険、障害者（児）福祉、保健医療、健

康増進、食育推進等の関係者  

 (3) 公募による市民  

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者  

 （任期）  

第４条  委員の任期は３年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。ただし、再任を妨げない。  

 （専門部会）  

第５条  市長は、必要に応じて審議会に専門部会を置くことができる。  

２  専門部会は次に掲げる委員で組織する。  

 (1) 第３条の委員のうちから市長が指名する者  

 (2) 専門部会における調査及び審議のため市長が必要と認め、委嘱する者  

 （報酬）  

第６条  委員の報酬は、武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当

に関する条例（昭和 36年２月武蔵野市条例第７号）に定めるところによる。  

 （委任）  

第７条  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、

市長が別に定める。  

   付  則  
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 （施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 （武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

改正）  

２  武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を次のように改正する。  

  次の表中、改正後の欄にのみ下線が引かれた部分については、それぞれ

対応する説明の欄に掲げる改正を行う。  

改正前  改正後  説明  

 （目的及び適用範囲）  

第１条  この条例は、別に条例

で定めるものを除き、非常勤

職員（次に掲げる職員その他

の 非 常 勤 の 職 を 占 め る 職 員

（地方公務員法（昭和 25年法

律 第 261号 。 以 下 「 法 」 と い

う。）第 22条の２第１項第２

号に掲げる職員及び法第 28条

の５第１項に規定する短時間

勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 を 除

く。）をいう。以下同じ。）

に支給する報酬、費用弁償及

び期末手当について定めるこ

とを目的とする。  

 (1)から (21)まで  （略）  

 

 

 (22)から (63)まで  （略）  

 

別表第２（第３条関係）  

日額で定める報酬額  

職名  
 

報酬額  

財 産 価 格 審 議 会 の 委 員 か ら

民 生 委 員 推 薦 会 の 委 員 ま で  

 （略）  

  

 （目的及び適用範囲）  

第１条  この条例は、別に条例

で定めるものを除き、非常勤

職員（次に掲げる職員その他

の 非 常 勤 の 職 を 占 め る 職 員

（地方公務員法（昭和 25年法

律 第 261号 。 以 下 「 法 」 と い

う。）第 22条の２第１項第２

号に掲げる職員及び法第 28条

の５第１項に規定する短時間

勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 を 除

く。）をいう。以下同じ。）

に支給する報酬、費用弁償及

び期末手当について定めるこ

とを目的とする。  

 (1)から (21)まで  （略）  

 (21)の２  健康福祉施策推進審

議会の委員  

 (22)から (63)まで  （略）  

 

別表第２（第３条関係）  

日額で定める報酬額  

職名  報酬額  

財 産 価 格 審 議 会 の 委 員 か ら

民 生 委 員 推 薦 会 の 委 員 ま で  

 （略）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号の追加  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和５年１月 20日 

令和４年度第２回武蔵野市地域包括ケア推進協議会 

資料６ 

  

 

 

 

国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 の

委 員 か ら 選 挙 立 会 人 ま で  

 （略）  

 備考  （略）  

  

健 康 福 祉 施

策 推 進 審 議

会の委員  

〃  12,000円  

国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 の

委 員 か ら 選 挙 立 会 人 ま で  

 （略）  

 備考  （略）  

 

項の追加  

 

 

 

 

 

 

 

 


